
大阪市

地域

参画事業者

資源ごみ（ペットボトル、空き缶、
空きびん、金属製生活用品等）

ペットボトルのみ

選別施設 再資源化事業者

引き渡し

大阪市が廃棄物として収集し、処理（選別・リサイクル）費用を支払って再資源化

排出時から再資源化まで有価物（原料）として取引

< 現状 >  行政回収 （資源ごみ収集）

みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト

再資源化事業者

みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクトにおけるリサイクルの流れ

※ペットボトルは、古紙・衣類等と異なり、廃棄物処理法上における「専ら再生利用の目的となる廃棄物」とならず廃棄
物に分類されますが、この取組みでは、事業者が経済合理性に基づいた適正な対価をもって、地域コミュニティと有償 

   で売買契約を締結することを条件としていることから、ペットボトルを廃棄物ではなく 「有価物」 として取り扱います。
（この取組は、全国に先駆けた回収・リサイクルシステムとなります。）

買取代金

売 却 益

洗浄したペットボトル
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